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目的

茨城県バレーボール協会賞及び茨城県クラブバレーボール連盟賞を接与する

ことで、チームレベルの向上と、普及奨励を目指丸

1, 茨城県バンーボール協会最優秀・優秀選手賞

選考方法

①参加点と勝ち点の合計持ち点数の上位チーム順に選出することを原則とする。

②最優秀・優秀選手質を受賞したチームは、相当する勝ち点数を差し引く。

③チームの持ち点数は、前年度持ち点数を累積し、次年度へ繰り越しができる。

④持ち点数を獲得できる対象大会は次の通り (◇印 県内大会 ○印 県外大会)

イ)茨城県クラブバレーボール連盟が参加を指定する大会

◇ 春季大会

◇ クラプカップ県予選

◇ 秋季大会

口)茨城県クラブバレーボール連盟が定める大会

a 全国クラブカップ大会

b 関東クラプカップ大会

c 北関東クラブカップ大会

ハ)日 本バレーボール協会が主催・後援する大会

◇ 国民体育大会県予選

○ 国民体育大会関東予選

〇 国民体育大会

◇ 天皇・皇后杯県予選

O 天皇・皇后杯

○ 全国社会人大会

◇ 全日本総合選手権大会県予選

○ 全日本総合選手権大会

⑤ 選出できない場合 (選考委員全員)の同意によつて)

イ)茨城県クラブバレーボール連盟が参加を指定する大会への参加数2/3未満

口)マナーその他著しい問題を残すチーム

※ 上記 の イ )口 )に 該 当す るチ ー ム は 、前年 度繰 り越 し点 を加 算 しな い。

なお、その年度の持ち点は1/2と なる。

①持ち点の計算方法

イ)選考方法Эの大会に出場したチームは、

◇ 県内大会 参加点 2点を獲得する。さらに優勝チームに4点、準優勝チームに2点を与える。

O 県外大会 参加点4点を獲得する。

口)選考方法Эの大会で、

◇ 県内大会 1勝に付き、勝ち点 2点を獲得する。

○ 県外大会 a・ bの大会には 1勝につき、勝ち点8点を獲得する。
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②選出までの手順

イ)表彰は、最優秀・優秀選手合わせて、男子 12名女子 12名 とし、持 ち点数

上位 より選 出する。 (6・ 9人制男女 4ブ ロック別単位 とする)

口)最優秀選手の選考条件 は、選考方法④イ)に全部 出場 し、上位入貫 したチーム。

C口 )ハ )の大会に出場 し、活鷹 したチーム。
ハ)☆  上位数 チームの代表者 に、持 ち点数一覧表を 12月 中に送付する。

☆ 事務局は、点数を働案 した上で、最優秀・ 優秀選手の推薦をチームに

依頼する。チーム代表者は、氏名を文書で指定 された日までに、事務局
へ届ける。

※ 大会参加 チーム数等で選 出される人数が変わる場合がある。 この場合は、

登録チームで 6人制・ 9人制の差が 6割を越 えた場合 とし、男女総数各

12名 13変わ らない。

※ 最優秀選手 は、 6・ 9人制で年度交互 に選 出 し、優秀選手は、 6名
`つ配分 (最優秀選手含む)す ることを原則 とする。

二)最優秀・ 優秀選手の決定は 2月 の理事会 とし、表彰は 4月 の春季大会 とする

ホ)登録各チームには、持 ち点数一覧表 を評議員会資料 と併せて配布する。

③選出後の持 ち点数算 出方法

イ)優秀選手 1名当たりの必要点数は、 6・ 9人制男・ 女別 ,こ 選考委員会織齢
`口)最優秀選手男・ 女各 1名は、優秀選手の 2～ 3倍の点数を選考委員会雌 す
`ハ)最優秀・ 優秀選手を選出 し、持 ち点数不足の場合であって も、繰 り慮 し点数

はマイナス繰 り遍 しができる。 (点数不足で も選出可鮨 とする )

2 茨城県 クラブパ レーボール連盟賞

①協会登録 10年以上で、県の最優秀選手が選出されていないチームに、クラフ

連盟が、最優秀選手を選考 し表彰 することができる。

②協会登録 10年以上 で、監督 としてチーム指導 に当た り、向上につとめた者を

通考 し表彰することがで きる。 また、登録 3年以内 に優勝又 は、それに近 い

成績 を残 したチームの監督 (リ ーダー)へ奨FJ賞を与 えることができる。

③女態タラかレ‐ボ■連盟賞を受賞 した者 は、淵部 レ■―ル‖会賞 と、重複することができる。

④次のチームまたは、選手に対 し表彰す ることができる。

イ.全国大会 において、優勝又は第 3位以内入賞 したチーム

ロ 全国大会 において、活躍 し他の模範 となった選手
ハ 麟県タラフ711-ボール遭が主催するそれぞれの大会に、10年連続又 は10回優勝チーム

1)春季大会   2)ク ラブカップ県予選大会  3)秋季大会  (Aプロッタ)
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茨城県クラブバレーボール連盟規約
硼和58年 7月 6日馘わ
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第2摯  目的 たこ呻案

第3条 瀾饉は、バい ● チーム僣互の顧
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第6条 濶題に 申 役員を置く.

(1) 会 長   1名
(2)  日絵浸   ―
(3)  理●腱   1名
(4)  嘩  ―
(5)  罐  ―
(6) 理 ● 力名

"(7) 監 事   2名
第7条 御懃
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は、次の各朗a賜%と ぅりとす0
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―
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(6) 理 ●  力崚 ‐ ‐ 特 嗜0調扱

―

る者とし、銀 uに観 嘲け る
(7)  監 事  評議員熱輔 り、会長これな る

2 璽颯か互理こより、い ●む丼る靱 蜘嗜おくことができる

(1)競 技 部長 1名

(2) 審 判 部長 1名

(3)   鍛 及帳  1名
(4) 記 録

“

腱 1名

3動 する者をもつて 遇罐委員会を置くことが04
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…
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第9条 理事長は 理事会を代表して 会務を撃理す0
2 中 ヽ 理申長を機にし 

―

るときは、電勁輌́ 増館瞑イM子
"“3 常廟 ミ 理嗜長ゆ撃理する輸 ξ,て、常時謗加● い る。
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―
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第12条 時 会よ、第。条 雌

―

ヽ 役員の違封琉 れ たヽ 委藝 、蟻 とす●
第10条 融 ヽ 加崚チームの代議壼として 評議員築こ臨 し、獅 事業い=,て、わ 決定日国為
第 14条 湖 l輌申嶽 務 を置くこと力ヽ ■ 4

2 ロロ、詢 ム

…

き,ヽでヽ

―

。

"`…
ることができる

第16条 役員②口,ま、2年とす晟 ただ● 再任

"",,、2 -ヽ 前饉

“

ツM諄間とす●

3 機次憫に泊跡い新 しても、

一

るま0ま、その輌蒻を行う.

第16条 連襲い

一

ため、輸 ξ
―

●観駿 を置く。

(1)  蒻劇饉  1名
(2)  諄  1名
(3)  事勧強  4名

2 事例罐 びゆ魔蛍ヽ 事初電薗ス 会長これ凝 ろ
3 鞠 蔵罠及o… 麹 司則きヽ ゆ るところに簿 、当孵

“

凛

")●
第4章  会  議

第17条 菊歯ム 継ミ 絆議員へ 襴ロロ■気 理疇菊黙簗霊詢陰 とする。

第18条 朧 迪國い

―

あつて ― n― しヽ

…

2要と認めたとき -3分 の 1ツu′屋け、案幣を



示して螢謗があったとき|ミ 晦喘こ招集しな,力いだならな|、

2 総割よ 菫晏●ド質瀬 疑鰺睫する。
3 経ヽス :鋤 目の2分の1以上のはの脚常によって成立し 翻 よ 脚お菫剛黙C過伴数て決定● 可否口数の場合|よ 議 がこれを決す

る
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“

rが
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t 違里鮎熟わ聾 こより、そのつとこけ■為
第19条 繰 舒 ま、い でぁって 評議員で構成し 会長力稲集すo

2 定例会は 毎年3月 日剛輩し 臨時会|ム 必要にはじ剛獣すれ ただい 評謝月の 3分の1人コンリ｀案件を示して要請があつたとき|ム

師 こ招集しな1,uFならなせ、
第20条 評騒員会ま 夫わ各別●躍ナる事項を調哺沢定する.

(1)  予算及び矢卸こ関すること

(2)   規約の社T口調すること

(3)  連盟の運普及υ嘲 口野すること

(4)  役員の選出口蜀すること

(5)  他団体との剛際錮 すること

(6)  総会に提出,る議熱 こ関すること
2 評議員会は、マ踵日の2分の1以■,着わ脚前こよつ●哉立し 紳 t脚機 の過半数でス定し 刊o-1ょ 鮨辱龍これを

離 る.

3 評鶯嫉キ会―
ま、融 黙 ょり そoつと範壁け,る .

第21条 い 会長、国1無 理

"は
曰転 及。靖任理事で構成し 会長が必要と認めたとき_leし 次の各〕ヨ観デる事項を

費 る.

(1)   "議Ыコ駐 ろ

"●

質

(2)  そのは 常鰺頸陰 t■いて必要と駆 辣J項
2 常任理事黎ま 闘■嘔事の2分の1,■の者の脚静こよつて成立し 議詢ま 疇 常に理祟か過

―

し ・ l。口数の動 ま 議長が
これを跡いにる。

3 常任理事会●巖長は、常に理事0コむこより そのつ動 する。

第22条 理事会|よ 会長 療 理事風 籠曖事長 常任理事及U弊 で構成し 会長力必要と認めたときに招集し 決わ各]こ掲げる事項を
軸 う

(1)  評議員会に提出する饉彙及び研究●興こ関すること

(2)  そのに 会長ハン要と認めた事蜘こ関すること
2 理嘩会は、理事の2分の 1以上の着の脚熙こよって成立し 臨 鰤

"嘔

事の過半数で決定し 可●司教の場創ま 厳長がこれを決する。
3 理嘩会の議興ま 理事の互ヨこより そのつと電出する。

第23条 各響 学膨針■ 削煮 目1部長 及u笥員で構成し、部晨が必要と認めたときに招集し 次の各鷺4徹ち 事嘆を審議決定す0
(1)   常務 l口肘 る蝶

(2)  その他 各雪 講

““

|ヽて必要と記めた事項
2 各評 卸 会,ま 淑員の2分の1以」笏師うllFlこ よっo求立し 翻 ょ 曲 隕の過半数で沢定し 可●同鰤り駐割よ 議長がこれを決

する.

3 各絆 喘鵠颯 の議長は 部興わ弱 こより そのつ卿 する.

第5章 趣晨及oい贅

第24条 連盟¢層熱ま や菊いk渤 眸扱uそ
・

un収入をもって発てる.

2 置調
`_lJ臥

しようとするチー々よ 茨城熙 レヽーボウ レ協会1勧雌盪伝 10 000円 0カ翻認 レヾー~ レ協会 4 000円 茨城県ク
ラカ レ̂ヾ一‐ 、l建盟 6,000円 )を納入し、口

～
レヾ・一‐ 〕レ協会|こ有効|ヨし 登ヽ録 (ク ラブ]人 2 000円 )しなけオツ章 ら′コ、

3 連盟の濶 る、次φ輌 ●魯デる麹 鋤 するチーム!ヽ 1チーム 7, 000円 をそのうと短 しヽな,れまならな0、

(1)  茨城県クラ″ レ`ーt l建盟6 9肉榊瞬女春 秋峯大会
(2)  全日本 3●レ レヽーボ→ レクラブカップ6 9対炒影譴呼権大会茨城諭よ ,躙東クラブ大会凩予選

第25条 連盟の講 は 毎年3月 1日に始まり 翌年2月 末日をもって終わる。

第6華 饉  冊

第26条 連盟に 次の各号に掲げる樽冊樹議な 錫 を処産する
(1)  ‐

“

摯

(2)  曙 簿

0) 鶴 構

(4)  会議孵囁

(5)  関鞭

第7■ 補  足

第27条 この規約にためるものの,勲、連盟Ⅲ蟄誨硼 し 必要曇事項は 会長力

"咄

こ定めな
付 則

この場陶よ 平成 3年 4月 1日か姉 0
この場鉤ま ,■ 7■ 4月 1日から改正施行する.

この規純よ 議武 9年 4月 1日 から動 す る.

このF.llは 平成11年 4月 1口 から改正施行する.

この規約|よ 平成13年 4月 1日 からは工飾行する.

この規約は 平成19年 4月 1日 から

“

正に行する.

一-6


